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令和７年 12 月から実証運行を開始したＡＩオンデマンドバス「のるーと三次」について，令和７年

12月及び令和８年１月までの運行状況について報告するもの。 

なお，令和８年４月１日から本格運行に移行し，運行日は平日及び土休日（12 月 29 日から１月３日

は運休）とする。 

 

１ 総乗客数・日当たり乗客数 

 

 

 令和７年 12 月 令和８年１月 ２月※¹ 

総乗客数 245 人 208 人 106 人 

運行日数 20 日 19 日 6 日 

日当たり総乗客数 12.3 人 10.9 人 17.7 人 

 

※¹集計期間は２月１日から９日まで 

 

✓ 12 月から１月にかけての総乗客数及び日当たり乗客数は微減※²となっているが，２月に

入り増加傾向 

（※²12 月に団体利用（16 名往復＝32 人）があったため，差し引くと 12 月から１月はほ

ぼ横ばい） 
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２ 累計登録者数・ユニークユーザー数※³ 

 

 

 令和７年 11 月 12 月 令和８年１月 

累計登録者数 132 人 310 人 407 人 

ユニークユーザー数 - 64 人 65 人 

   

※³単月に利用した単一の乗客数（単月に複数回同じ方が利用しても１カウント） 

 

 ✓ 登録者数は増加傾向 

 ✓ ユニークユーザー数は横ばい  
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３ 年代別利用者割合 

 

  

 総乗客数（人） 
割合（％） 

令和７年 12 月 令和８年１月 合計 

～10 代 38 48 86 19.0 

20 代 5 1 6 1.3 

30 代 15 8 23 5.1 

40 代 6 4 10 2.2 

50 代 40 26 66 14.6 

60 代 33 15 48 10.6 

70 代 39 29 68 15.0 

80 代 58 57 115 25.4 

90 代～ 11 20 31 6.8 

総計 245 208 453 100.0 

 

 ✓ 利用者の約半数（47.2％）が 70代以上 

 ✓ 利用者の約２割（19.0％）が 10代以下 
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４ 予約手段別利用者割合 

 

 

 総予約数（件） 
割合

（％） 
～10 

代 

20

代 

30

代 

40

代 

50

代 

60

代 

70

代 

80

代 

90～

代 
合計 

電話 7 0 0 0 4 3 42 122 23 201 52.7 

アプリ 50 1 2 6 18 25 5 0 0 107 28.1 

LINE 21 5 6 2 23 12 3 0 1 73 19.2 

総計 78 6 8 8 45 40 50 122 24 381 100.0 

 

✓ 約半数（52.7％）が電話による予約（大多数が 70 代以上） 

✓ 60 代以下の大多数はアプリ及び LINE による予約 

  

電話

52.7%

アプリ

28.1%

LINE

19.2%

予約手段別利用者割合（令和７年12月～令和８年１月）

電話 アプリ LINE



令和８年３月２日 

令和７年度第７回三次市地域公共交通会議資料 

 

- 5 - 

 

５ 利用の多い乗降ポイントランキング TOP20 

 

「乗車」ポイントランキング 「降車」ポイントランキング 

№ 乗降ポイント名 
利用

回数 
№ 乗降ポイント名 

利用

回数 

1 002 上原西（東向き） 65 1 002 上原西（東向き） 64 

2 233 八次子ども集会所前（北向き） 24 2 028 ＮＴＴ前（西向き） 32 

3 035 信平橋 22 3 035 信平橋 26 

4 026 三次市役所前（西向き） 19 4 205 ＲＣＣ中継所前（西向き） 19 

  234 八次子ども集会所前（南向き） 19 5 017 市立図書館前 14 

6 242 岩屋寺口（東向き） 17 6 001 三次駅前 13 

7 043 下原住宅前（南向き） 14 7 208 水明園前（東向き） 11 

8 225 四拾貫生協団地 13 8 032 胡町（東向き） 10 

9 260 ゆうしゃいん三次前（南向き） 12 9 034 下新町 9 

10 244 県営住宅口（東向き） 11   117 旧荒瀬外科前 9 

11 001 三次駅前 10   129 三次市民ホール 9 

  022 鳴戸医院前 10 12 015 福原内科胃腸科前 8 

  032 胡町（東向き） 10   016 三次医療センター 8 

  034 下新町 10   026 三次市役所前（西向き） 8 

15 027 ＮＴＴ前（東向き） 9   116 三次もののけミュージアム 8 

  117 旧荒瀬外科前 9   233 八次子ども集会所前（北向き） 8 

17 116 三次もののけミュージアム 8   242 岩屋寺口（東向き） 8 

18 006 十日市南（南向き） 7   243 岩屋寺口（西向き） 8 

  206 ＲＣＣ中継所前（東向き） 7 19 022 鳴戸医院前 7 

  211 三次高校前（西向き） 7   044 下原住宅前（北向き） 7 

  228 八次コミュニティセンター 7   225 四拾貫生協団地 7 

    259 ゆうしゃいん三次前（北向き） 7 

※黄色マーカーは「市街地循環バス『くるるん』」の停留所付近 

※水色マーカーは「路線バス」の停留所付近 

 

✓ 乗車・降車ともに 002 上原西（東向き）の利用が最多で，サングリーン付近での利用が多い 

✓ 乗車・降車ともに利用が多いポイントは，定期的な利用として定着してきている 

✓ 乗車ポイントの上位には，これまで路線バス等が運行していなかったエリアに設置したポイントも多数

ランクイン 
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▶【別紙】協議事項１関連① 

「三次市地域公共交通計画（第２期）（素案）」に関するご意見とご意見に対する三次市の考え方 

▶【別紙】協議事項１関連② 

「三次市地域公共交通計画（第２期）（素案）」修正箇所一覧 

▶【別紙】協議事項１関連③ 

「三次市地域公共交通計画（第２期）（案）」 

▶【別紙】協議事項１関連④ 

「三次市地域公共交通計画（第２期）【資料編】（案）」 

▶【別紙】協議事項１関連⑤ 

「三次市地域公共交通計画（第２期）【概要版】（案）」 

協議事項１ 三次市地域公共交通計画（第２期）（案）について 
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ＡＩオンデマンドバス「のるーと三次」の本格運行に伴い，市街地循環バス「くるるん」の路線廃止に

ついて協議を諮るもの。 

 

１ 氏名又は名称及び住所 

 氏名又は名称：備北交通株式会社 代表取締役 河野 文彦  

 住所：広島県庄原市東本町三丁目 12 番 12 号 

 

２ 事業の種類 

 一般乗合旅客自動車運送事業 

 

３ 変更しようとする事項 

路線廃止 

停留所廃止 

系統廃止 

 

４ 廃止しようとする路線 

起 点 Ａ：広島県三次市三次町 1225-6 先 

 終 点 Ｂ：広島県三次市三次町 1288-21 先 

 道路種別：市町村道 三次市 97139 号線 複線（４） 松原通り線     

キ ロ 程：0.5 キロメートル 

 

  

廃止路線

道路名：市町村道三次市97139号線複線（4） 松原通り線

キ ロ 程：0.5キロメートル

終点Ｂ：広島県三次市三次町1288-21先

起点Ａ：広島県三次市三次町1225-6先

三次資料館前

住吉神社

廃止路線図（Ａ～Ｂ間）
廃止停留所

廃止路線

本通り

協議事項２ 市街地循環バス「くるるん」の路線廃止について 
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起 点 Ｃ：広島県三次市南畑敷町 634-5 先 

終 点 Ｄ：広島県三次市南畑敷町 68-1 先 

 道路種別：市町村道 三次市 319 号線 十日市 319 号線 

 キ ロ 程：1.2 キロメートル 

 

 

起 点 Ｅ：広島県三次市十日市中 1 丁目 3115-1 先 

終 点 Ｆ：広島県三次市十日市西 1 丁目 2099-15 先 

 道路種別：一般国道 183 号線 

 キ ロ 程：0.7 キロメートル 

 

廃止路線

道路名：市町村道三次市319号線十日市３１９号線

キ ロ 程：1.2キロメートル終点Ｄ：広島県三次市南畑敷町68-1先

終点Ｃ：広島県三次市南畑敷町634-5先

八次駅前

三次高校前

生協団地入口

廃止停留所

廃止路線

廃止路線図（Ｃ～Ｄ間）

廃止路線

道路名：一般国道 183号線

キ ロ 程：0.7キロメートル
起点Ｅ：広島県三次市十日市中1丁目3115-1先

終点Ｆ：広島県三次市十日市西1丁目2099-15先

下新町

廃止停留所

廃止路線

廃止路線図（Ｅ～Ｆ間）
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起 点 Ｇ：広島県三次市南畑敷町 68-1 先 

終 点 Ｈ：広島県三次市十日市東 5 丁目 1-1 先 

道路種別：市町村道 三次市 324 号線 十日市 324 号線 

 キ ロ 程：0.4 キロメートル 

 

 

起 点 Ｉ：広島県三次市十日市東 5 丁目 1-1 先 

終 点 Ｊ：広島県三次市十日市東 3 丁目 1-1 先  

道路種別：国道 375 号線 

 キ ロ 程：0.4 キロメートル 

 

終点Ｈ：広島県三次市十日市東５丁目１－１

廃止路線

道路名：市町村道三次市324号線十日市３２４号線

キ ロ 程：0.4キロメートル
起点Ｇ：広島県三次市南畑敷町６８－１先

廃止路線図（Ｇ～Ｈ間）
廃止停留所

廃止路線

上原

終点Ｊ：広島県三次市十日市東３丁目１－１先

廃止路線

道路名：国道３７５号線

キ ロ 程：0.4キロメートル 起点Ｉ：広島県三次市十日市東５丁目１－１先

廃止停留所

廃止路線

廃止路線図（Ｉ～Ｊ間）

上原北
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起 点 Ｋ：広島県三次市十日市東 3 丁目 1-1 先 

終 点 Ｌ：広島県三次市十日市東 3 丁目 779-1 先  

道路種別：市町村道 三次市 4 号線 救太才線 

 キ ロ 程：0.3 キロメートル 

 

 

起 点 Ｍ：広島県三次市十日市東 3 丁目 779-1 先 

終 点 Ｎ：広島県三次市十日市東 3 丁目 640 先 

道路種別：市道 十日市 42 号線 

 キ ロ 程：0.3 キロメートル 

 

終点Ｌ：広島県三次市十日市東３丁目779-1先

廃止路線

道路名：市町村道三次市4号線救太才線

キ ロ 程：0.3キロメートル

起点Ｋ：広島県三次市十日市東３丁目１－１先

廃止停留所

廃止路線

廃止路線図（Ｋ～Ｌ間）

JA三次

三次医療センター南

起点Ｍ：広島県三次市十日市東３丁目779-1先

廃止路線

道路名：市道 十日市42号線

キ ロ 程：0.3キロメートル

終点Ｎ：広島県三次市十日市東3丁目640先

廃止停留所

廃止路線

廃止路線図（Ｍ～Ｎ間）

市立図書館前

（福祉保健センター前）
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起 点 Ｏ：広島県三次市十日市東 3 丁目 640 先 

終 点 Ｐ：広島県三次市十日市東 5 丁目 548-5 先 

道路種別：市道 十日市 47 号線 

 キ ロ 程：0.1 キロメートル 

 

 

起 点 Ｑ：広島県三次市十日市東 5 丁目 548-5 先 

終 点 Ｒ：広島県三次市十日市東 5 丁目 548-9 先 

道路種別：市道 十日市 360 号線 

 キ ロ 程：0.2 キロメートル 

 

起点Ｏ：広島県三次市十日市東3丁目640先

廃止路線

道路名：市道 十日市47号線

キ ロ 程：0.1キロメートル

終点Ｐ：広島県三次市十日市東5丁目548-5先

廃止停留所

廃止路線

廃止路線図（Ｏ～Ｐ間）

起点Ｑ：広島県三次市十日市東5丁目548-5先
廃止路線

道路名：市道 十日市360号線

キ ロ 程：0.2キロメートル

終点Ｒ：広島県三次市十日市東5丁目548-9先

廃止路線図（Ｑ～Ｒ間）
廃止停留所

廃止路線

三次市防災センター
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起 点 Ｓ：広島県三次市十日市東 5 丁目 548-9 先 

終 点 Ｔ：広島県三次市十日市東 5 丁目 539-13 先 

道路種別：一般都道府県道 広島県 433 号線 複線（1）穴笠三次線側道 

 キ ロ 程：0.1 キロメートル 

 

 

起 点 Ｕ：広島県三次市十日市東 5 丁目 539-13 先 

終 点 Ｖ：広島県三次市三次町 111-1 先 

道路種別：一般都道府県道 広島県 433 号線 複線（1）穴笠三次線 

 キ ロ 程：0.6 キロメートル 

 

起点Ｓ：広島県三次市十日市東5丁目548-9先

廃止路線

道路名：一般都道府県道 広島県433号線

複線（１）穴笠三次線側道

キ ロ 程：0.1キロメートル

終点Ｔ：広島県三次市十日市東5丁目539-13先

廃止停留所

廃止路線

廃止路線図（Ｓ～Ｔ間）

終点Ｖ：広島県三次市三次町111-1先

廃止路線

道路名：一般都道府県道広島県433号線複線（1） 穴笠三次線

キ ロ 程：0.6キロメートル

起点Ｕ：広島県三次市十日市東5丁目539-13先

廃止停留所

廃止路線

廃止路線図（Ｕ～Ｖ間）

三次市民ホール
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５ 廃止しようとする停留所 

 本通り，三次資料館前，住吉神社，三次高校前，生協団地入口，八次駅前，下新町，上原，上原北， 

ＪＡ三次，三次医療センター南，市立図書館前（福祉保健センター前），三次市防災センター， 

三次市民ホール 

 

６ 廃止しようとする系統 

系統番号 運行事業者 
 運行系統 

系統キロ程 運行回数 
起点 経過地 終点 

721-06 備北交通㈱ 三次駅前 三次町循環 三次駅前 4.6km 
平日 4.0回 

土休日 4.0回 

721-07 備北交通㈱ 三次駅前 
畑敷町循環・

市民ホール 
三次駅前 9.8km 

平日 4.0回 

土休日 2.0回 

721-08 備北交通㈱ 三次駅前 
三次ワイナリ

ー・美術館 
三次駅前 12.5km 土休日 2.0回 

 

７ 廃止予定日 

令和８年４月１日 
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【参考】市街地循環バス「くるるん」の運行概要 

 ⑴ 路線図 
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⑵ 時刻表 
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自家用有償旅客運送「さくぎニコニコ便」を運行する特定非営利活動法人元気むらさくぎから，自家用

有償旅客運送に係る業務の廃止について申し出があり，このことについて協議を諮るもの。 

 

１ 名称，住所，代表者の氏名 

 名称：特定非営利活動法人元気むらさくぎ 

 住所：三次市作木町香淀１１６番地 

 代表者の氏名：理事長 三上 和伸 

 

２ 自家用有償旅客運送の種別 

 交通空白地有償運送 

 

３ 廃止年月日 

令和８年４月１日 

 

４ 廃止理由 

利用者の減少，ボランティア運転手の高齢化等により事業の継続が難しくなったため。また，コロナ

禍以降，法人の運営においても不安定なところがあり，これまで多角化してきた事業について縮小の検

討が必要になったため。 

 

【参考数値】 

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用者数 686人 446人 561人 612人 554人 395人 

 

５ 廃止に伴う代替交通（案）について 

 「三次市民バス作木町線」による（令和７年 11月 10日からデマンドによる区域運行に再編済み）。

なお，「さくぎニコニコ便」は三次市布野町び島根県邑南町口羽地区の一部に乗り入れを行っているこ

とから，「三次市民バス作木町線」においても同様の取り扱いを求める意見もあり，関係自治体，交通

事業者，地域住民と協議中。 

  

協議事項３ 自家用有償旅客運送「さくぎニコニコ便」の廃止について 
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【参考】自家用有償旅客運送「さくぎニコニコ便」の運行概要 

 ⑴ 路線図（運行区域） 

 
  

⑵ 時刻表 

 

 



令和８年３月２日 

令和７年度第７回三次市地域公共交通会議資料 

 

- 18 - 

 

 

 

 

本市では，国の地域公共交通確保維持改善事業（地域内フィーダー系統確保維持計画）の認定を受け，

国庫補助金の交付により運行の支援をいただいている系統があります。この事業の実施にあたっては，地

域公共交通会議において「地域内フィーダー系統確保維持計画」を策定する必要があり，令和７年６月に

開催した第１回三次市地域公共交通会議による協議を経て，中国運輸局に申請し，認定をいただいていま

す（令和７年９月に書面開催した第３回三次市地域公共交通会議による協議において一部変更）。 

このたび，フィーダー系統である市街地循環バス「くるるん」の廃止（協議事項２），自家用有償旅

客運送「さくぎニコニコ便」の廃止（協議事項３）及びＡＩオンデマンドバス「のるーと三次」の新規

認定申請並びに三次市地域公共交通計画（第２期）（協議事項１）の策定に伴い，地域内フィーダー系

統確保維持計画の内容に変更が生じたため協議を諮るもの。 

 

 （※）地域内フィーダー系統確保維持計画認定系統 

変更内容 系統名 種別 運行区間等 運行事業者等 

廃止 くるるん 
路線バス 

（市街地循環バス） 

三次町・南畑敷町を循

環 
備北交通(株) 

 赤名線 路線バス 赤名（飯南町）～三次 備北交通(株) 

 下高野線 路線バス 
新市車庫（庄原市）～

三次 
備北交通(株) 

 作木線② 
路線バス 

（三江線代替バス） 

道の駅 GR大和（美郷
町）～口羽（邑南町）

～三次 
備北交通(株) 

 川の駅三次線 
路線バス 

（三江線代替バス） 
川の駅常清～三次 (有)君田交通 

廃止 さくぎニコニコ便 自家用有償旅客運送 作木町内（区域運行） 
NPO法人 

元気むらさくぎ 

新規 のるーと三次 
路線バス 

（AI オンデマンドバス） 

十日市，三次，八次地

区の一部 
備北交通（株） 

 

１ 変更内容・変更理由 

変更内容①：⑴三次町循環，⑵南畑敷町循環の廃止に伴う申請取り消し 

変更理由①：市街地循環バス「くるるん」の運行を終了するため。 

 

変更内容②：⑻作木上地区，⑼作木中地区，⑽作木下地区の廃止に伴う申請取り消し 

変更理由②：自家用有償旅客運送「さくぎニコニコ便」の運行を終了するため。 

 

変更内容③：⑾のるーと三次の新設に伴う新規認定申請 

変更理由③：令和７年 12 月１日から実証運行を開始したＡＩオンデマンドバス「のるーと三 

次」について，令和８年４月１日から本格運行に移行するため。 

 

 

協議事項４ 令和８年度地域内フィーダー系統確保維持計画の一部変更について 
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変更内容④：地域公共交通計画別紙，表１の変更 

 変更理由④：変更内容①，②及び③並びに三次市地域公共交通計画（第２期）の策定に伴い，

連動して変更を行うため。 

 

２ 変更予定日 

令和８年４月１日 

 

３ 関連資料 

 ⑴ 地域公共交通計画別紙・・・【別紙】協議事項４関連①  

 ⑵ 表１ 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者 

 ・・・【別紙】協議事項４関連② 

 ⑶ 令和８年度運行日数・運行回数算出表（備北交通）・・・【別紙】協議事項４関連③  


